
（介護予防）居宅療養管理指導 重要事項説明書 

＜ 令和  6年  6月  1日 現在 ＞ 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称  医療法人あづま会 

主たる事務所の所在地  〒379-2234 群馬県伊勢崎市東小保方町４００５－１  

代表者（職名・氏名）  理事長 大澤 誠 

設立年月日  １９９１年 ３月 １１日 

電話番号  ０２７０－６１－５２４５ 

 

２．事業所の概要 

ご利用事業所の名称  大井戸診療所 

サービスの種類  居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導  

事業所の所在地  〒379-2234 群馬県伊勢崎市東小保方町４００８－１  

電話番号  ０２７０－６２－３３３３ 

指定年月日・事業所番号  ２０２３年 １２月 １日指定  １０１０２１１２８０  

管理者の氏名  大澤 誠 

通常の事業の実施地域  伊勢崎市、太田市 

 

３．事業の目的を運営方針 

＜事業の目的＞ 

  医療法人あづま会が経営する大井戸診療所が行う指定（介護予防）居宅療養管理指導の事業

の適正な運営を確保するために、人員および管理運営に関する事項を定め、当事業所で介護

の提供に当たる者が、要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正な介護サービ

スを提供することを目的とします。 

＜運営の方針＞ 

  当事業所の従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した

日常生活ができるよう、必要な日常生活の世話および機能訓練を行うことにより、利用者の

社会的孤立感の解消および心身機能の維持、ならびに利用者家族の身体的・精神的負担の軽

減を図ります。 

 

４．サービス内容 

居宅療養管理指導（又は介護予防居宅療養管理指導）は、主治医等がその必要性を認めた場

合に、当事業所の医師がそのお宅を訪問して、療養上の指導等を行うことにより、生活の質

の確保及び向上を図るサービスです。 



５．営業時間 

営業日  

月曜日から土曜日まで  

ただし、国民の祝日（振り替え休日を含む）及び年末年始（12月 31日から 

1月 3日）及びお盆（8月 13日から 8月 15日）を除きます。  

営業時間  午前９時から午後６時まで（土曜日は午前９時から１３時まで）  

 

６．事業所の職員体制 

従業者の職種  勤務の形態・人数  

医 師  常勤 １人、非常勤 ３人  

 

７．利用料金 

サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりです。 

※地域区分ごとに１単位の単価が定められており、単位数を乗じた額がサービス利用料です。

伊勢崎市は、『７級地』に属しており、『１単位 １０．１７円』となります。 

 ※実際の利用者負担額は、負担割合率に応じたものとなります。ただし、介護保険給付の支給

限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。  

 

（１）居宅療養管理指導利用料  【基本部分】＜医師が行う場合＞（１）基本単位 

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合

は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を

書面でお知らせします。  

（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場

合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

 

 

サービス 

内容 
利用者の要介護度 １割負担の方 ２割負担の方 ３割負担の方 

居宅療養 

管理指導Ⅰ 

（１）単一建物居住者１人に対して行う

場合       （５１５単位／回） 
５２４円 １，０４７円 １，５７１円 

（２）単一建物居住者２人以上９人以下

に対して行う場合 （４８７単位／回） 
４９５円 ９９０円 １，４８６円 

（３）（１）及び（２）以外の場合 

（４４６単位／回） 
４５３円 ９０７円 １，３６０円 

居宅療養 

管理指導Ⅱ 

（１）単一建物居住者１人に対して行う

場合        （２９９円／回） 
３０４円 ６０８円 ９１２円 

（２）単一建物居住者２人以上９人以下

に対して行う場合 （２８７単位／回） 
２９２円 ５８３円 ８７５円 

（３）（１）及び（２）以外の場合 

（２６０単位／回） 
２６５円 ５２９円 ７９４円 



（２）介護予防居宅療養管理指導利用料  【基本部分】＜医師が行う場合＞   

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合

は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を

書面でお知らせします。  

（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場

合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

 

 上記（１）から（２）までの利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめて請求しま

すので、次のいずれかの方法によりお支払いください。  

 なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、○○

日以内に差し上げます。  

支払い方法  支払い要件等  

口座引き落とし  

サービスを利用した月の翌月の２５日（祝休日の場合は直前の平日）に、

指定の口座より引き落とします。 こちらは、別途口座振替依頼書による手

続きが必要になります。 

現金払い  
サービスを利用した月の翌月末日（休業日の場合は直前の営業日）までに、

現金でお支払いください。  

  

 

 

 

 

 

サービス 

内容 
利用者の要介護度 １割負担の方 ２割負担の方 ３割負担の方 

介護予防 

居宅療養 

管理指導Ⅰ 

（１）単一建物居住者１人に対して行う

場合       （５１５単位／回） 
５２４円 １，０４７円 １，５７１円 

（２）単一建物居住者２人以上９人以下

に対して行う場合 （４８７単位／回） 
４９５円 ９９０円 １，４８６円 

（３）（１）及び（２）以外の場合 

（４４６単位／回） 
４５３円 ９０７円 １，３６０円 

介護予防 

居宅療養 

管理指導Ⅱ 

（１）単一建物居住者１人に対して行う

場合        （２９９円／回） 
３０４円 ６０８円 ９１２円 

（２）単一建物居住者２人以上９人以下

に対して行う場合 （２８７単位／回） 
２９２円 ５８３円 ８７５円 

（３）（１）及び（２）以外の場合 

（２６０単位／回） 
２６５円 ５２９円 ７９４円 



８．緊急時における対応方法 

（１）容体急変時の対応 

  サービスの提供中に利用者の容体に急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに管理者

に報告するとともに、事前の打ち合わせに従い、主治医・ご家族・居宅介護支援事業者等へ

連絡します。 

（２）事故発生時の対応 

  サービス利用中に事故が発生した場合は、必要な措置を施すとともに、家族・居宅介護支援

事業者、必要に応じて市町村等へ連絡をいたします。  

  

９．非常災害対策 

（１）感染対策の強化 

  感染症の予防及びまん延防止のため、法人の委員会活動を通した指針の整備、ならびに研修・

訓練の実施に取り組んでいます。 

（２）事業継続に向けた取組の強化 

  感染症流行時や自然災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供できる

よう、業務継続に向けた計画等の策定、ならびに研修・訓練の実施に取り組んでいます。 

 

１０．その他運営に関する重要事項 

（１）苦情処理に関する事項 

 

（２）当事業所以外に、市区町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

群馬県健康福祉部介護高齢課 電話 ０２７－２２６－２５７４ 

伊勢崎市 介護保険課 電話 ０２７０－２４－５１１１ 

太田市  介護サービス課 電話 ０２７６－４７－１８５６ 

群馬県国民健康保険団体連合会介護保険課 電話 ０２７－２９０－１３２３ 

 

（３）虐待防止に関する事項 

１）利用者の人権擁護および虐待防止のために、法人の委員会活動を通して指針を整え、計画

的に研修を実施しています。 

２）上記の措置を適切に実施するために担当者を設置しています。 

   大井戸診療所 高齢者虐待防止推進担当 

   担当者：齋藤 克美 

３）なおサービス利用中に、従業者または養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。 

 

（４）秘密保持に関する事項 

 １）従業者は守秘義務を遵守し、個人情報の保護に取り組みます。 

２）業務上知り得た利用者や家族の情報を本来の目的以外で、漏洩することはありません。 

事業所相談窓口  
電話番号  ０２７０－６２－３３３３ 

担 当 者 眞下 直輝／田島 魁人 



 ３）従業者は退職後においても、情報や秘密を保持すべき旨を雇用時に契約しています。 

 

（５）身体拘束に関する事項 

１）サービス提供にあたり、利用者または他の利用者の生命、または身体を保護するため、切

迫性・非代替性・一時性の要件を満たす以外には、利用者の行動を制限する行為を行いま

せん。 

２）やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人または家族に対して、身体拘束の内容・理由・

期間について説明し同意を得た上で、その態様や心身の状況など必要な事項を記録します。 

 

（６）ハラスメント対策に関する事項 

 １）男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に取り組んでいます。 

 ２）適切なハラスメント対策を強化するため、法人内にて指針を整備し、職員からの相談体制

等を整えています。 

 

１１．サービスの利用にあたっての留意事項  

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。  

（１）サービス提供の際、医師等は次の業務を行うことができませんので、あらかじめご了解く

ださい。  

   ・各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い（２）医師等に対し、贈

り物や飲食物の提供などはお断りいたします。  

（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに

担当の介護支援専門員（又は地域包括支援センター）又は当事業所の担当者へご連絡くだ

さい。  

 

 

１２．法人の概要 

 名称・法人種別       医療法人あづま会 

 代表者役職・氏名      理事長 大澤 誠 

 本部所在地         群馬県伊勢崎市東小保方町４００５番地の１ 

 本部電話番号        ０２７０－６２－３３３３ 

 定款の目的に定められた事業 １．大井戸診療所の経営 

               ２．訪問看護ステーションおおいどの運営 

               ３．伊勢崎市地域包括支援センター東の運営 

               ４．ケアマネジメントセンターおおいどの運営 

               ５．いきいきデイサービスおおいどの運営 

               ６．デイサービスセンターおおいどの運営 

               ７．グループホームおおいどの運営 

               ８．在宅包括サービスおおいどの運営 

               ９．その他これに付随する業務 

   



居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導の提供開始にあたり、利用者に対して、契約

書および本書面に基づいて重要な事項を説明し、交付しました。 

 

 

  令和         年      月     日 

 

事業者 

＜事業者名＞   医療法人あづま会 

 ＜住  所＞   群馬県伊勢崎東小保方町４００５－１ 

  ＜代表者名＞   理事長 大澤 誠        

 

説明者 大井戸診療所 

                  医事課 齋藤 克美   

私は、契約書および本書面により、事業者から居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指

導についての重要事項の説明を受け、同意のうえ受領しました。 

また事業所が、サービス担当者会議等において、利用者ならびに利用者家族の情報を利用する各

サービス事業者等に提供することを承諾・同意いたします。 

 

利用者 

  ＜住  所＞                      

 

  ＜氏  名＞                      

 

代筆者  理由 【                        】 

        続柄 【            】 

  ＜住  所＞                      

 

  ＜氏  名＞                      

 

ご家族  続柄 【            】 

  ＜住  所＞                      

 

  ＜氏  名＞                      


